
⑴ 令和６年度又は令和７年度実施の介護福祉士国家試験に合格し、介護

福祉士登録証の交付を受けていること

⑵ 介護福祉士の資格登録日から３か月以内に、板橋区内の介護サービス

事業所に介護職員として就労していること

⑶ 上記⑵の就労が勤務開始日（介護福祉士の資格登録の前から就労して

  いる場合は、資格登録日の翌日）から３か月以上継続しており、かつ

申請日時点において就労していること

⑷ 介護福祉士国家試験受験手数料及び介護福祉士資格登録手数料につい

て、他の助成を受けていないこと

⑸ 申請日時点で個人住民税を滞納していないこと

以下の書類を郵送又は窓口に持参するか、電子申請により提出してください。

※予算が上限に達し次第、受付を終了いたします

⑵ 就労証明書（第２号様式）
（資格登録日翌日から３か月以上勤務していることが確認できるもの）

⑶ 介護福祉士資格登録証の写し

⑷ 介護福祉士国家試験受験手数料の払込受領証の写し ※次のうちいずれか１点

・受験票の写し（氏名の記載がある面の写し及び受領証の面の写し）
・試験センターに提出する払込受領証の写し（受領印のあるもの）
・ＡＴＭ利用明細書の写し

⑸ 介護福祉士資格登録手数料の払込受領証の写し ※次のうちいずれか１点

・払込受領証の写し（受領印のあるもの）
・ＡＴＭ利用明細書の写し

⑹ 納税証明書又は非課税証明書
※板橋区以外で課税又は非課税の決定がされている方のみ

⑴ 交付申請書兼請求書（第１号様式）
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